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要望の趣旨  

地域における良質な在宅歯

科医療を提供するには歯科

衛生士の育成が必要であ

り、不足する歯科衛生士の

人材確保・教育・養成のた

めの奨学金制度の創設を要

望いたします。 

現在、歯科医院・病院・高齢者施設からの歯科衛生士に対す

る求人倍率は約１０倍と非常に高い数値を示しており、全県

下の歯科医療機関等において歯科衛生士が不足している状況

にあります。県内には歯科衛生士の養成機関が３校（熊本市･

専門学校２校、玉名市･大学１校）あり、毎年１５０名程度の

卒業生を輩出しています。本県における就業歯科衛生士数は

地域間で偏在が認められるものの、全県下における歯科衛生

士の不足はより深刻な状況となっています。 

 このことから、歯科衛生士不足による医療環境の問題解決

策とし、以下のような奨学金制度の創設の具現化を強く要望

いたします。 

・歯科衛生士不足による問題 

高齢化が著しく進んでおり、国が地域包括ケアシステムの構

築を推し進めている現在、在宅歯科医療、並びに要介護高齢者

等への口腔ケアの重要性がより高まっており、在宅歯科診療

に携わることができる歯科衛生士の確保が求められていま

す。しかしながら現状、歯科衛生士（特に新卒の歯科衛生士）

が不足していることなどから、良質な在宅歯科医療の提供の

低下が危惧されています。 

・歯科衛生士不足を解消するための方策 

〔歯科衛生士育成支援のための奨学金制度の創設〕 

県内の歯科衛生士養成校３校（熊本市･専門学校２校、玉名市･

大学１校）を卒業後、県内の在宅診療を実施している歯科診療

所に就業し、継続して３年間歯科衛生士業務に従事した場合

は修学資金の返還を全額免除する。 

このことにより、在宅診療や訪問口腔衛生指導を行う歯科衛

生士不足の解消を図るとともに、熊本全県下における在宅医

療の推進に役立つこととなると考えます。 

・奨学金制度による効果 

県内各圏域における新卒歯科衛生士就業者数の確保により良

質な歯科医療（特に在宅）の提供体制が整備されます。また、

これまで地理的な問題または経済的な理由から歯科衛生士養

成校への入学を断念していた学生の夢を叶えることにも繋が

るものと考えます。 

平成２６年度に熊本県の地域医療介護総合確保基金へ事業提

案調査票を提出している（熊本県歯科医師会または熊本歯科

衛生士専門学院では貸与に係る業務を行うことができない）

が基金事業によらず熊本県が既に実施している他の貸与制度

に倣って、それに準じた制度の整備を考えていくように県か

ら教示されたことも提案する要因です。 

※要望は 10/31 までにメールでよろしくお願いいたします。 
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